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防火管理業務受託に関するアンケート調査結果 

 
 
はじめに 

警備防災委員会では、昨年 10 月、防火管理業務の受託に関するアンケート調査を実施い

たしました。 
本アンケート調査は、①「受託する防火管理業務の契約上の明確化」、②「資格管理と適正

価格」、③「後継者の育成」等についての実態を把握し、協会の「教育及び訓練」事業、「普

及啓発と活用」事業に活かすことを目的として実施しました。 
今回ご協力いただきました８７社の皆様には、心から感謝申し上げます。 
 
以下、回答を得た内容をもとに行った分析の結果及び当委員会で検討し必要と認められる

事項を記載し、調査結果とさせていただきます。 
 

１ 防火管理業務の受託の状況について 

「防火管理業務の一部」を受託しているとする回答が４２．５％にとどまっていますが、

次のような事項も「防火管理業務の一部」であり、清掃・設備管理・警備等の業務の一部に

組み込まれている可能性がありますので、再確認が必要です。 
○ 喫煙禁止場所における違反者に対する是正措置 
○ 火気使用設備器具等の点検及びガスの閉鎖状況確認 
○ 放火防止対策（建物外周や共用部分に放置された可燃物の処理） 
○ リネン室、倉庫、ゴミ置場等の施錠 
○ 防火設備、消防用設備等の管理、保全状況の目視点検、確認 など 

管理権原者が、防火管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に 

○ 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 

○ 受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法 

を定め、委託によっても適正に業務が推進されるよう、その委託状況を明確にしておくこと

問１ 消防法が定める「防火管理業務の一部」や「防火管理者の業務」、東京都火災予防条

例が定める「防火管理技能者の業務」を受託していますか。（複数回答） 
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全く受託していない

防火管理業務の一部を受託している

防火管理者の業務を受託している

防火管理技能者の業務を受託している

とされています。（以上、消防法施行規則第３条第２項） 

委託を受けているかどうか、管理権原者が作成する消防計画の別表（例：別紙１）を確認

する必要があります。 

 
２ 防火管理業務の受託に関する制度について 

(1) 防火管理技能者の勤務場所について  

問２ 防火管理技能者の選任は、当該施設に勤務している者とい

う条件があることを知っていますか。 

 
東京都火災予防条例施行規則（昭和 37 年 6 月 26 日規則第 100 号）第 11 条の 4 の 3 第

2 項に「防火管理技能者は、条例第 55 条の 3 の 2 第 1 項の防火対象物において勤務して

いる者に限るものとする。」と定められています。 
防火管理技能者の受託については、勤務場所の限定、能力、資格取得の難度などから発

生するコストを強く意識する必要があります。 
 
 (2) 教育担当者について 

問３ 教育担当者の資格を一つ選んでください。 
（問１で防火管理業務の一部を受託していると回答した社を抽出） 

 
無回答が１／５以上あり、教育担当者制度が、一部では形骸化している可能性がありま

す。防火管理業務の一部を受託する際は、受託する側も従事者に対して防火・防災に関す

知っている
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無回答



とされています。（以上、消防法施行規則第３条第２項） 

委託を受けているかどうか、管理権原者が作成する消防計画の別表（例：別紙１）を確認

する必要があります。 

 
２ 防火管理業務の受託に関する制度について 

(1) 防火管理技能者の勤務場所について  

問２ 防火管理技能者の選任は、当該施設に勤務している者とい

う条件があることを知っていますか。 

 
東京都火災予防条例施行規則（昭和 37 年 6 月 26 日規則第 100 号）第 11 条の 4 の 3 第

2 項に「防火管理技能者は、条例第 55 条の 3 の 2 第 1 項の防火対象物において勤務して

いる者に限るものとする。」と定められています。 
防火管理技能者の受託については、勤務場所の限定、能力、資格取得の難度などから発

生するコストを強く意識する必要があります。 
 
 (2) 教育担当者について 

問３ 教育担当者の資格を一つ選んでください。 
（問１で防火管理業務の一部を受託していると回答した社を抽出） 

 
無回答が１／５以上あり、教育担当者制度が、一部では形骸化している可能性がありま

す。防火管理業務の一部を受託する際は、受託する側も従事者に対して防火・防災に関す
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旧「教育担当者講習」修了者
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る知識や技術の向上を図るため、事業所（営業所）ごとに従事者の教育を行わなければな

りません。 
東京消防庁管内では、平成 21 年に設問のように資格者が拡大し、教育担当者の変更報

告の義務付けは無くなりましたが、管理権原者が報告する消防計画の別表には資格及び同

番号並びに氏名が記述されています（別紙１参照）。 
 
教育担当者は、従事者の経験年数、担当防火対象物の用途、規模などに応じたものとす

ることを心がけ、概ね次の事項について教育することとなっています。 
① 受託する業務について、消防計画上の役割を確認する。 
② 火気使用取扱い場所及び制限について確認する。 
③ 自衛消防活動の技術力向上を目的とする訓練を実施する。 
ア 図上訓練、基礎訓練、部分訓練、総合訓練 
イ 訓練資機材の活用 
ウ 訓練結果の検討と評価 

 
３ 資格管理に関すること 

(1) 防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証 

問４ 講習修了証保有者数を記入してください。 

自衛消防業務講習修了証 防災センター要員講習修了証 

2,481 名 3,011 名 

平成 21 年 6 月 1 日施行の改正消防法により、「防災センター要員講習」は廃止され、「自

衛消防業務講習」が新設されました。「防災センター要員講習」修了者は、「自衛消防業務

追加講習」を受講することによって、自衛消防業務講習修了者と認定されています。 

同時に、東京消防庁は、東京都火災予防条例 55 条の 2 の 3 に基づき「防災センター要

員技術講習」を開始しました。東京消防庁管内の一定規模以上の建物の防災センターにお

いて消防用設備等の監視や操作等に従事する場合は、講習受講後５年以内ごとに「防災セ

ンター要員実務講習」を受講することが義務付けられています。 

東京消防庁管内では、自衛消防業務講習と防災センター要員講習は同一のカリキュラム

で実施しています。当初、「自衛消防業務追加講習」＆「防災センター要員技術講習」及び

「自衛消防業務新規講習」＆「防災センター要員技術講習」が開始され、平成 26 年から

は「自衛消防業務再講習」＆「防災センター要員実務講習」が実施されています。講習修

了者は、防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証の２つの修了証が取得で

きます。 

したがって、東京消防庁管内では、現在、自衛消防業務講習修了証保有者数と防災セン

ター要員講習修了証保有者数は、ほぼ同数と推測できます。有効期限等の実態を把握し、

適切に管理する必要があります。 

(2) 自衛消防技術認定証 

問５ 自衛消防活動中核要員は、建物

用途ごとに面積及び収容人員に応

じて算定される人員数に、６名を

加えた人員数が必要であることを

知っていますか。 

 
 

問６ 自衛消防活動中核要員の配置状況について 
 

 
本部中核要員 

（防災センター勤務） 
地区中核要員 

資格者 1,475  名 392 名 

未資格者 603  名 246 名 

合計 2,078  名 638 名 

 

東京都火災予防条例第 55 条の 5 では、一定規模の「防火対象物の管理について権原を

有する者は、自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防活動の中核となる要員

（「自衛消防活動中核要員」という。） を当該防火対象物に置かなければならない。（一部

中略）」と定めています。 
受託した「防火管理業務の一部」に自衛消防中核要員が含まれている場合には、全員自

衛消防技術認定証を保有していなければなりません。防災センターに勤務する者以外、地

区隊に配置される要員も同様です。問６の結果のように資格者が不足している現状を逐次

改善する必要があります。 
自衛消防技術試験の合格率は７０％前後と発表されています。事前準備なしでは実技試

験は合格できません。警備防災委員会では受験対策として「自衛消防技術実務教育」を実

施していますので、ご活用ください。 
 

４ 法令の適用について 

(1) 品質重視と法令 

アンケート調査をお願いしたところ、さまざまなご意見をいただきました。法令の適用

について、警備防災委員会では次のように考えています。 
当協会の佐々木会長の平成 28 年年頭所感にありますように、「ビルメンテンス業の社会

的価値を高め、業務品質を重視し、後継者育成が可能となる適正利潤の確保ができる市場

の形成を目指し、業界の地位向上に力を尽くすこと」が協会の最重要課題です。 
業務品質重視の基本は、顧客の要求事項と適用される法令・規制の要求事項（以下：法

的要求事項）を満たすことにあります。防火管理業務の受託に関しては、法的要求事項の

理解なくして適正な業務の遂行はおぼつかないものと考えています。 
消防行政では、法令で体制を固め、逐次環境を整える方策を取っています。取得者が１

名もいない自衛消防業務講習修了証取得者の配置義務であったり、施行日と同時の統括防

知って

いる

56.3%

知らな

い

41.4%

無回答

2.3%



(2) 自衛消防技術認定証 

問５ 自衛消防活動中核要員は、建物

用途ごとに面積及び収容人員に応

じて算定される人員数に、６名を

加えた人員数が必要であることを

知っていますか。 

 
 

問６ 自衛消防活動中核要員の配置状況について 
 

 
本部中核要員 

（防災センター勤務） 
地区中核要員 

資格者 1,475  名 392 名 

未資格者 603  名 246 名 

合計 2,078  名 638 名 

 

東京都火災予防条例第 55 条の 5 では、一定規模の「防火対象物の管理について権原を

有する者は、自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防活動の中核となる要員

（「自衛消防活動中核要員」という。） を当該防火対象物に置かなければならない。（一部

中略）」と定めています。 
受託した「防火管理業務の一部」に自衛消防中核要員が含まれている場合には、全員自

衛消防技術認定証を保有していなければなりません。防災センターに勤務する者以外、地

区隊に配置される要員も同様です。問６の結果のように資格者が不足している現状を逐次

改善する必要があります。 
自衛消防技術試験の合格率は７０％前後と発表されています。事前準備なしでは実技試

験は合格できません。警備防災委員会では受験対策として「自衛消防技術実務教育」を実

施していますので、ご活用ください。 
 

４ 法令の適用について 

(1) 品質重視と法令 

アンケート調査をお願いしたところ、さまざまなご意見をいただきました。法令の適用

について、警備防災委員会では次のように考えています。 
当協会の佐々木会長の平成 28 年年頭所感にありますように、「ビルメンテンス業の社会

的価値を高め、業務品質を重視し、後継者育成が可能となる適正利潤の確保ができる市場

の形成を目指し、業界の地位向上に力を尽くすこと」が協会の最重要課題です。 
業務品質重視の基本は、顧客の要求事項と適用される法令・規制の要求事項（以下：法

的要求事項）を満たすことにあります。防火管理業務の受託に関しては、法的要求事項の

理解なくして適正な業務の遂行はおぼつかないものと考えています。 
消防行政では、法令で体制を固め、逐次環境を整える方策を取っています。取得者が１

名もいない自衛消防業務講習修了証取得者の配置義務であったり、施行日と同時の統括防

知って

いる

56.3%

知らな

い

41.4%

無回答

2.3%



火管理者の設置義務であったりしますが、真摯に法的要求事項を満たす努力こそが、管理

権原者、更には施設を利用する皆様の安全・安心につながるものと思料します。 
 
(2) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の改正 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年 7
月 5 日法律第 88 号）が改正され、平成 27 年 9 月 30 日から、特定労働者派遣事業と一般

労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく

許可制となりました（別紙２）。 

今次の改正は、防火管理業務の受託にとどまらず、会員各社の業務に大きく影響する可

能性があると推測されます。 

 

(3) 防火管理業務の一部受託等に関する法令の周知 

消防法及び東京都火災予防条例等は逐年改正され、従前のように一般的な法令の理解で

は対処しきれなくなりつつあります。 
会員各社における当該事項に関して、営業部門を含めて、専門性の向上を図る必要があ

ります。 
 
おわりに 

平成 26 年、東京都消防庁管内では防火管理者を届出しなければならない防火管理対象物で

の火災件数が 1,371 件ありました。決して大規模ビルのみで発生しているものではありません。

平成 21 年の高円寺の居酒屋の火災では、防火管理者も逮捕され、平成 25 年 2 月、禁錮 1 年 8
カ月、執行猶予 3 年の判決を受けています。従事者が、刑事訴追を受けたり、損害賠償請求の

対象になったりすることが無いように職場環境を整えることが必要です。 
また、アンケートを通じて、防火管理業務の受託に関するご意見・ご希望を把握することが

でき、受託の立場での法令の理解と徹底、会員各社の受託のためのサポート、管理権原者（社）

との調整等、今後の課題等も見えてきました。 
 
今後とも、警備防災員会が実施いたします事業をご理解いただき、ご協力・ご参加いただき

ますようお願い申し上げます。 
以   上 

東京ビルメンテナンス協会 

警 備 防 災 委 員 長 



別紙１



労働者派遣事業の許可制への一本化概要 

（厚生労働省ホームページ抜粋） 
 

施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、

すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。 

 

１ 経過措置 

① 施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方 

平成 30 年 9 月 29 日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇

用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むこと

が可能です。 

② 施行日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方 

現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能

です。 

③ 施行日前に許可・更新の申請を行った方 

施行日前にした許可・更新の申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、改正

後の法律に基づく申請として扱われるため、施行日後に改めて申請を行う必要はありません。 

 

２ 新たな許可基準（下線部分が、新たに追加されたもの） 

○ 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと 

○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に

適合するものであること 

・ 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること 

・ 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後３年間は保存していること 

・ 無期雇用労働者を労働派遣契約の終了のみを理由として解雇できる規定がないこと。ま

た、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している

派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がな

いこと 

・ 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけ

られない等、使用者の責に帰すべ事由により休業させた場合には、労働基準法第２６条に

基づく手当を支払う旨の規定があること 

・ 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第５９条に基づき実施が義務付けられている安全

衛生教育の実施体制を整備していること 

・ 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県から指導さ

れ、それを是正していない者ではないこと 

○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられているこ

と 
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労働者派遣事業の許可制への一本化概要 

（厚生労働省ホームページ抜粋） 
 

施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、

すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。 

 

１ 経過措置 

① 施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方 

平成 30 年 9 月 29 日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇

用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むこと

が可能です。 

② 施行日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方 

現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能

です。 

③ 施行日前に許可・更新の申請を行った方 

施行日前にした許可・更新の申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、改正

後の法律に基づく申請として扱われるため、施行日後に改めて申請を行う必要はありません。 

 

２ 新たな許可基準（下線部分が、新たに追加されたもの） 

○ 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと 

○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に

適合するものであること 

・ 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること 

・ 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後３年間は保存していること 

・ 無期雇用労働者を労働派遣契約の終了のみを理由として解雇できる規定がないこと。ま

た、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している

派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がな

いこと 

・ 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけ

られない等、使用者の責に帰すべ事由により休業させた場合には、労働基準法第２６条に

基づく手当を支払う旨の規定があること 

・ 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第５９条に基づき実施が義務付けられている安全

衛生教育の実施体制を整備していること 

・ 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県から指導さ

れ、それを是正していない者ではないこと 

○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられているこ

と 

 

別紙２ 



○ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること 

・ 資産の総額から負債の総額を控除した額（基準資産額）が「２，０００万円×事業所数」

以上、現預金額が「１，５００万円×事業所数」以上であること 

※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置 

・ １つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣者が１０人以下である中小企業事業

主 

→ 当分の間、基準資産額：１，０００万円、現預金額:８００万円 

・ １つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が５人以下である中小企業事

業主 

→ 平成 30 年 9 月 29 日までの間、基準資産額:５００万円、現預金額:４００万円 

・ 事業所の面積がおおむね２０㎡以上であること等 
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